
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　
　

一

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
所
属
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
医
師
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可 

（
農
業
振
興
課
）　
　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　
　

三

公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 
（
障
害
福
祉
課
）　
　

三

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　
　

三

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
二
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　
　

四

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方

　

の
決
定 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　
　

四

収
用
委
員
会

〇
鳴
瀬
川
野
蒜
事
件
審
理
の
開
始 

五

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
六
六
二
号
（
平
成
二
十
七
年
六
月
二
日
付
け
）
中 

五

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
八
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
二
二
二
〇
〇
三
一

バ
ン
ビ
・
ア
イ
ラ
ン
ド

船
岡
柴
田
郡
柴
田
町
大
字
船

岡
字
神
山
前
五
十
八

－

一

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

エ
ー
シ
ー
イ
ー

株
式
会
社

平
成
二
十
七
年

五
月
一
日

〇
四
五
三
六
〇
〇
〇
四
一

子
ど
も
広
場　

に
こ
ま

〜
る
南
三
陸

本
吉
郡
南
三
陸
町
入
谷

字
鏡
石
四

－

一

児
童
発
達
支
援

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

特
定
非
営
利
活

動
法
人
奏
海
の

杜

平
成
二
十
七
年

六
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者

手
帳
の
交
付
の
た
め
に
診
断
を
行
う
医
師
と
し
て
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
一
日
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

野
口　

健
一

内

科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科

医
療
法
人
社
団
健
育
会
石
巻
健
育
会

病
院

石
巻
市
大
街
道
西
三
丁
目
三
番
二
十

七
号

菅
原　

長
弘

整
形
外
科

公
立
刈
田
綜
合
病
院

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
十
六

番
地

國
分　

太
貴

眼

科

公
立
刈
田
綜
合
病
院

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
十
六

番
地

齋
藤　

順
子

内

科

医
療
法
人
社
団
千
葉
医
院

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
天
神
前
八
十
番

地

斉
藤　

揚
三

整
形
外
科

く
り
は
ら
訪
問
ク
リ
ニ
ッ
ク

栗
原
市
若
柳
字
川
北
中
町
三
十
二
番

五
号
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大
久
保
愉
一

呼
吸
器
内
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

鳴
海　

創
大

呼
吸
器
内
科

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波
三
丁
目
八
番
一
号

杉
浦　
　

章

腎
臓
・
内
分
泌

内

科

大
崎
市
民
病
院

大
崎
市
古
川
穂
波
三
丁
目
八
番
一
号

服
部　

弘
之

整
形
外
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

赤
松　

順
寛

外

科

公
立
刈
田
綜
合
病
院

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
十
六

番
地

大
友　
　

亮

内

科

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科

神
経
内
科

医
療
法
人
敬
仁
会
大
友
病
院

気
仙
沼
市
三
日
町
二
丁
目
二
番
二
十

五
号

岩
根　
　

尊

外

科

公
立
刈
田
綜
合
病
院

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
十
六

番
地

加
藤　

昌
昭

神
経
内
科

総
合
南
東
北
病
院

岩
沼
市
里
の
杜
一
丁
目
二
番
五
号

武
田　
　

裕

外

科

医
療
法
人
宏
人
会
石
巻
ク
リ
ニ
ッ
ク

石
巻
市
錦
町
六
番
四
十
五
号

川
又　

朋
麿

整
形
外
科

医
療
法
人
寶
樹
会
仙
塩
利
府
病
院

宮
城
郡
利
府
町
青
葉
台
二
丁
目
二
番

百
八
号

佐
藤　
　

滋

神
経
内
科

総
合
南
東
北
病
院

岩
沼
市
里
の
杜
一
丁
目
二
番
五
号

三
友　

紀
男

内

科

富
谷
中
央
病
院

黒
川
郡
富
谷
町
上
桜
木
二
丁
目
一
番

六
号

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

新

旧

所
属
医
療
機
関
の

名

称

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

所
属
医
療
機
関
の

名

称

所
属
医
療
機
関
の

所

在

地

佐
藤　

博
宣

整
形
外
科

医
療
法
人
寶
樹
会

仙
塩
総
合
病
院

多
賀
城
市
桜
木
二

丁
目
一
番
一
号

公
立
刈
田
綜
合
病

院

白
石
市
福
岡
蔵
本

字
下
原
沖
三
十
六

番
地

リ
ハ
ビ
リ

岩
沼
市
里
の
杜
一

公
立
刈
田
綜
合
病

白
石
市
福
岡
蔵
本

今
泉　

茂
樹

テ
ー
シ
ョ

ン

科

総
合
南
東
北
病
院

丁
目
二
番
五
号

院

字
下
原
沖
三
十
六

番
地

松
浦　

真
樹

内

科

栗
原
市
立
栗
原
中

央
病
院

栗
原
市
築
館
宮
野

中
央
三
丁
目
一
番

一
号

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西

道
下
七
十
一
番
地

桧
野　

正
俊

神
経
内
科

齋
藤
病
院

石
巻
市
山
下
町
一

丁
目
七
番
二
十
四

号

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西

道
下
七
十
一
番
地

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
医
師

の
所
属
医
療
機
関
に
、
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

新

旧

佐
藤　

自
伸

医
療
法
人
社
団
玄
成
会
達

内
科

医
療
法
人
社
団
玄
成
会
達

内
科
小
児
科

栗
原
市
築
館
薬
師
四
丁
目
三
番
三
十

号

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の

医
師
か
ら
、
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

診
療
科
目

所
属
医
療
機
関
の
名
称

所
属
医
療
機
関
の
所
在
地

髙
野　

良
真

眼

科

 

公
立
刈
田
綜
合
病
院

白
石
市
福
岡
蔵
本
字
下
原
沖
三
十
六

番
地

関
野　
　

慎

人
工
透
析
内
科

医
療
法
人
宏
人
会
石
巻
ク
リ
ニ
ッ
ク

石
巻
市
錦
町
六
番
四
十
五
号

阿
部　

理
奈

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚
生
協
会
坂
総

合
病
院

塩
竈
市
錦
町
十
六
番
五
号

大
沼　

秀
治

整
形
外
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

泉　
　

秀
明

泌
尿
器
科

石
巻
赤
十
字
病
院

石
巻
市
蛇
田
字
西
道
下
七
十
一
番
地

宮　　城　　県　　公　　報第2666号　平成27年６月16日　火曜日 （2）



大
島　

武
子

小

児

科

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
宮
城

病
院

亘
理
郡
山
元
町
高
瀬
字
合
戦
原
百
番

地

三
浦　
　

裕

循
環
器
科

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院

機
構
宮
城
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病

セ
ン
タ
ー

栗
原
市
瀬
峰
根
岸
五
十
五
番
二
号

安
達
み
ち
子

内

科

石
巻
港
湾
病
院

石
巻
市
門
脇
町
一
丁
目
二
番
二
十
一

号

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
東
部

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

道　

路　

名　

石
巻
港
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

石
巻
市
中
央
一
丁
目
六
三
番
一
八
地
先
か
ら

同
市
門
脇
町
三
丁
目
九
四
番
二
地
先
ま
で

前

　

四
・
九
〜

 

一
三
・
八

 

六
一
九
・
八

後

一
二
・
〇
〜

 

二
〇
・
七

 

八
九
九
・
〇

公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指　

定　

年　

月　

日

セ
ン
ト
ケ
ア
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
石
巻
あ
け
ぼ
の

石
巻
市
茜
平
二

－

一

－

七

平
成
二
十
七
年
六
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

有
限
会
社
フ
レ
ン
ド
薬
局

大
崎
市
田
尻
字
太
子
堂
一

－

一

変
更
後

フ
レ
ン
ド
薬
局
田
尻

大
崎
市
田
尻
字
太
子
堂
一

－

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
県
営
河
南
４
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体

育
成
型
）））
計
画
の
変
更
に
当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
行
う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日
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宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　

 　

県
営
河
南
４
期
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営

体
育
成
型
）））
変
更
計
画
概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
七
月
十
四
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

石
巻
市
役
所
及
び
石
巻
市
河
南
総
合
支
所　

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
七
年
七
月
十
四
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
長
あ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
六

－

〇
八
一
二　

宮
城
県
石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
の
三
十
二

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｅ
ｔ

－

ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
石
巻
市
役
所
及
び
石
巻
市
河
南
総
合
支
所
で
縦
覧
に
供

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出
さ
れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い

ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

森
林
病
害
虫
等
防
除
「
伐
倒
駆
除
（
仙
台
管
内
）」
業
務　

（
単

価
契
約
）

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

宮
城
中
央
森
林
組
合　

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
万
吉
前
十
九

番
一
号

五　

落
札
金
額　

二
万
五
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

森
林
病
害
虫
等
防
除
「
伐
倒
駆
除
（
東
部
管
内
）」
業
務　

一

式
二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課　

仙
台
市
青
葉
区
本

町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

石
巻
地
区
森
林
組
合　

石
巻
市
大
瓜
字
棚
橋
下
待
井
六
十
五

番
一
号

五　

落
札
金
額　

七
千
三
百
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
七
年
四
月
十
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

速
度
違
反
自
動
取
締
装
置　

一
式

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

宮
城
県
警
察
本
部
総
務
部
会
計
課　

仙
台
市
青

葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
七
年
六
月
五
日

四 　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

東
京
航
空
計
器
株
式
会
社　

東
京
都
町
田
市
小
山
ヶ

丘
二
丁
目
二
番
地
六

五　

契
約
金
額　

三
千
二
十
四
万
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七 　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
十
一
月
一
日
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
該
当
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収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
四
号

　

国
土
交
通
大
臣
起
業
の
一
級
河
川
鳴
瀬
川
水
系
鳴
瀬
川
河
口
部
改
修
工
事
（
右
岸　

宮
城
県
東
松
島
市
野
蒜
字
下
沼

地
内
か
ら
同
市
野
蒜
字
立
石
地
内
ま
で
）
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
鳴
瀬
川
野
蒜
事
件
）
に
つ
い
て
、
土
地
収
用
法
（
昭

和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
六
月
十
六
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

一　

日
時　

　
　

平
成
二
十
七
年
七
月
六
日
（
月
）
午
後
二
時
か
ら

二　

場
所　

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
行
政
庁
舎　

十
一
階　

第
二
会
議
室

三　

審
理
事
項

　
　

右
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
六
六
二
号
（
平
成
二
十
七
年
六
月
二
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

段

行

正

誤

一一一一

下下下下

前
か
ら

一
八　

前
か
ら

二
一　

前
か
ら

二
二　

前
か
ら

二
四　

「
迫
保
健
セ
ン
タ
ー
入
口
」

「
南
方
総
合
支
所
車
庫
」

「
迫
体
育
館
正
面
入
口
」

「
南
方
公
民
館
駐
車
場
」

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

登

米

市

石

越

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

石
越
総
合
支
所
車
庫

　

同
七
月
一
日

登

米

市

中

田

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

宝
江
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル

脇

平
成
二
十
七
年

七
月
一
日

登

米

市

中
田
・
石
越

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

宝
江
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
駐
車
場

　

同
七
月
六
日

登

米

市

豊

里

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で

豊
里
公
民
館
正
面
入

口

　

同
七
月
六
日

登

米

市

津

山

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

津
山
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー

　

同
七
月
六
日

登

米

市

豊
里
・
津
山

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
三
時
ま
で

津
山
総
合
支
所
駐
車

場
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